
性犯罪に関する刑法のさらなる改正を求める意見書 

 

 性犯罪は被害者の人格や尊厳を侵害し、心身に重大な後遺症を残す深刻な犯罪であ

る。性犯罪・性暴力の根絶に向けた社会的気運が高まる中、平成 29 年 6 月、110 年

ぶりに性犯罪に関する刑法の改正案が国会で可決され、同年 7月に施行された。強姦

罪が強制性交等罪に変更された。懲役の下限が 3年から 5年に引き上げられ、これま

で親告罪であったものが非親告罪となるなど、画期的な改正となった。 

 こうした刑法改正により、改正前より多くの事例が犯罪と認定されるようになった

ものの、2019 年には性犯罪の裁判で被害者の同意がないとされながらも、抗拒不能

な状態でなかったとして無罪判決が続き、改めて改正刑法の内容が社会問題化してい

る。被害者は明確な形で抵抗できない場合もある為、多くの欧米諸国では、同意のな

い性交はすべてレイプとして刑事罰の対象とするなど、被害者の視点に立った性犯罪

の定義規定改正が行われている。 

 全国のワンストップ支援センターに寄せられた令和 2 年度の相談件数は前年度比

23.6%増の 5万 1,141件。沖縄県内では 2,835件で、開設した平成 26年度からの 6年

間で 6倍強も増加している。 

 よって、本村議会は、国会及び政府におかれては、被害者の視点に立ったより良い

制度を実現する為、性犯罪に関する刑法改正の議論の充実とともに、下記の事項につ

いて見直すよう強く要望する。 

 

記 

1 強制性交等罪における暴行、脅迫要件をなくし、同意なき性行為を広く処罰する

こと 

2 地位や関係性を利用した性行為に対する処罰を拡大すること 

3 性犯罪に関する公訴時効を撤廃または停止すること 

4 これまでに不起訴処分とされた事案に対し、過去に遡って再捜査を可能にするこ

と 

 

以上、地方自治法第 99条の規定により、意見書を提出する。 
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